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4-1 

ブローアウトパネル関連設備の要求機能について 

 

1. はじめに 

ブローアウトパネル関連設備（燃料取替床ブローアウトパネル（以下「オペフロ BOP」とい

う。），主蒸気系トンネル室ブローアウトパネル（以下「MS トンネル室 BOP」という。），燃料

取替床ブローアウトパネル閉止装置（以下「オペフロ BOP 閉止装置」という。），燃料取替床ブ

ローアウトパネル強制開放装置（以下「オペフロ BOP 強制開放装置」という。））について，技

術基準上の主な要求事項を整理した。 

 

2. オペフロ BOP の要求事項 

(1) 開放機能 

オペフロ BOP は，主蒸気管破断（以下「MSLBA」という。）を想定した場合の放出蒸気による

圧力から原子炉建屋や原子炉格納容器等を防護するため，放出蒸気を建屋外に放出することを

目的に設置されている。このため，建屋の内外差圧により自動的に開放する機能が必要であ

る。（技術基準規則 第 12条 溢水等による損傷の防止） 

設計基準対象施設であるオペフロ BOP は，待機状態（閉状態）にて，基準地震動Ｓｓにより

開放機能を損なわないようにする必要があるため，基準地震動Ｓｓに対する耐震健全性（建屋

躯体の健全性）を確保する設計とする。また，設計竜巻により開放機能を損なわないようにす

る必要があるが，設計竜巻は，その発生頻度が非常に小さく，設計基準事故との重畳は，判断

基準の目安となる 10-7回／年を下回り十分小さいこと，プラント運転中又は停止中の設計竜

巻を想定してもプラント停止及び冷却に必要な設備は確保でき原子炉安全に影響しないことか

ら，安全上支障のない期間に補修が可能な設計とすることで安全機能を損なわない設計とす

る。 

重大事故等対処設備であるオペフロ BOP は，格納容器バイパス（以下「ISLOCA」という。）

発生を想定した場合の発生箇所を隔離するための操作等の活動ができるよう，所定の時間内に

原子炉建屋原子炉区域（以下，「原子炉区域」という。）の圧力及び温度を低下させるため，

確実に開放する必要がある。（技術基準規則 第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備） 

ISLOCA 発生時においては，原子炉格納容器外かつ原子炉区域で低圧設計配管が破断するこ

とを想定しているため，原子炉区域で瞬時に減圧沸騰して大量の水蒸気が発生する。このた

め，原子炉区域の圧力が急上昇するが，外気との差圧（設計圧力 3.43kPa 以下）で燃料取替床

に設置したオペフロ BOP が自動的に開放し，原子炉区域内を減圧する設計とする。 

また，開放したオペフロ BOP の開口面（全面）を経由して外気と熱交換が行われることによ

り原子炉区域内でも人力で ISLOCA 発生箇所を隔離するための隔離弁が操作可能となる。な

お，ISLOCA 発生時には，基本的に中央制御室で隔離弁を閉操作するが，万が一中央制御室か

ら操作できない場合には，現場で隔離弁を操作することとしている。 
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   重大事故等対処設備であるオペフロ BOP は，待機状態（閉状態）にて，基準地震動Ｓｓによ

り開放機能を損なわないようにする必要があるため，基準地震動Ｓｓに対する耐震健全性（建

屋躯体の健全性）を確保する設計とする。 

 

(2) 2 次格納施設のバウンダリ機能 

オペフロ BOP は，上記(1)の開放機能を満足させるため，原子炉区域外壁に設置されてお

り，原子炉区域の壁の一部となることから，2次格納施設のバウンダリとしての機能維持が必

要である。（技術基準規則 第 38条 原子炉制御室等及び第 44条 原子炉格納施設） 

このため，設計基準対象施設であるオペフロ BOP は，待機状態（閉状態）にて，基準地震動

Ｓｓにより 2次格納施設としてのバウンダリ機能を損なわないようにする必要があるが，その

一方で，地震動により開放しないように設計する場合，本来の差圧による開放機能を阻害する

可能性がある。この 2つの要求機能を考慮した結果，2次格納施設のバウンダリ機能維持に対

しては，オペフロ BOP の設置目的である差圧による開放機能を阻害しない範囲で耐震性を確保

する設計とする。具体的には原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（ＪＥ

ＡＧ４６０１・補-1984）によれば，基準地震動Ｓ２（Ｓｓ相当）と運転状態Ⅳ（設計基準事

故）の組合せは不要であるが，基準地震動Ｓ１（Ｓｄ相当）と運転状態Ⅳ（設計基準事故）の

荷重の組合せは必要とされているため，オペフロ BOP は 2 次格納施設としてのバウンダリ機能

を有するため，長期にわたり事象が継続した場合も考慮し，弾性設計用地震動Ｓｄで開放しな

い設計とする。設計竜巻については，その最大気圧低下量がオペフロ BOP 開放の設計差圧より

大きく，設計竜巻の気圧差により開放の可能性を否定できないが，設計竜巻の発生頻度は非常

に小さく，設計基準事故との重畳は，判断基準の目安となる 10-7回／年を下回り十分小さい

こと，プラント運転中又は停止中の設計竜巻を想定してもプラント停止及び冷却に必要な設備

は確保でき原子炉安全に影響しない。このため，万一，地震や竜巻により開放し，安全上支障

のない期間に復旧できず，2次格納施設としてのバウンダリ機能が維持できない場合には，安

全な状態に移行（運転中は冷温停止へ移行，停止中は炉心変更時又は原子炉建屋原子炉区域で

照射された燃料に係る作業の停止）することを保安規定に定める。 

 

3. MS トンネル室 BOP の要求事項 

(1) 開放機能 

MS トンネル室 BOP は，MSLBA を想定した場合の放出蒸気による圧力から原子炉建屋や原子炉

格納容器等を防護するため，放出蒸気を建屋外に放出することを目的に設置されている。この

ため，主蒸気系トンネル室（以下，「MSトンネル室」という。）内外の差圧（設計圧力 9.81kPa

以下）により自動的に開放する機能が必要である。（技術基準規則 第 12 条 溢水等による損傷

の防止） 

設計基準対象施設である MS トンネル室 BOP は，待機状態（閉状態）にて，基準地震動Ｓｓ

により開放機能を損なわないようにする必要があるため，基準地震動Ｓｓに対する耐震健全性

（建屋躯体の健全性）を確保する設計とする。 
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(2) 2 次格納施設のバウンダリ機能 

MS トンネル室 BOP は，上記(1)の開放機能を満足させるため，原子炉区域の MS トンネル室

に設置されており，原子炉区域の壁の一部となる MS トンネル室 BOP については，2次格納施

設のバウンダリとしての機能維持が必要である。（技術基準規則 第 38条 原子炉制御室等，第

44 条 原子炉格納施設及び第 74 条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

このため，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備である MSトンネル室 BOP は，待機状

態（閉状態）にて，基準地震動Ｓｓにより 2次格納施設としてのバウンダリ機能を損なわない

ようにする必要があるが，その一方で，地震動により開放しないように設計する場合，本来の

差圧による開放機能を阻害する可能性がある。この 2つの要求機能を考慮した結果，2次格納

施設のバウンダリ機能維持に対しては，MS トンネル室 BOP の設置目的である差圧による開放

機能を阻害しない範囲で耐震性を確保する設計とする。具体的には原子力発電所耐震設計技術

指針 重要度分類・許容応力編（ＪＥＡＧ４６０１・補-1984）によれば，基準地震動Ｓ２

（Ｓｓ相当）と運転状態Ⅳ（設計基準事故）の組合せは不要であるが，基準地震動Ｓ１（Ｓｄ

相当）と運転状態Ⅳ（設計基準事故）の荷重の組合せは必要とされているため，MSトンネル

室 BOP は 2次格納施設としてのバウンダリ機能を有するため，長期にわたり事象が継続した場

合も考慮し，弾性設計用地震動Ｓｄで開放しない設計とする。 

 

4. オペフロ BOP 閉止装置の要求事項 

(1) 閉止機能 

技術基準第 74条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）の解釈では，「原子炉制

御室の居住性を確保するために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉止する必要が

ある場合は，容易かつ確実に閉止操作ができること。また，ブローアウトパネルは，現場にお

いて人力による操作が可能なものとすること。」が要求されている。 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機のオペフロ BOP は，開放後、炉心損傷に至る事故が発生した

場合には、作業員の被ばく防止の観点から再閉止操作を行うことが困難であるため，技術基準

第 74条要求に適合させるためにオペフロ BOP 閉止装置を設置する。 

このため，重大事故等対処設備であるオペフロ BOP 閉止装置は，待機状態（開状態）にて，

基準地震動 Ｓｓにより閉止機能を損なわないようにする必要があるため，基準地震動Ｓｓに

対する耐震健全性を確保することが必要である。 

 

(2) 2 次格納施設のバウンダリ機能 

オペフロ BOP 閉止装置は，オペフロ BOP に代わって原子炉区域の壁の一部となることから，

2次格納施設のバウンダリとしての機能（原子炉区域の気密性能確保）が必要である。 

一方，オペフロ BOP 閉止装置の閉機能維持が必要な状況とは，基準地震動Ｓｓにより開放

し，更に重大事故に至った場合である。技術基準第 74条（運転員が原子炉制御室にとどまる

ための設備）では，7日間で 100 mSv を超えないことが要求されており，7日間で想定する地

震動は，設置許可基準規則第 39 条（地震による損傷の防止）で整理するＳＡ発生後の最大荷
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重の組合せの考え方を踏まえ，オペフロ BOP 閉止装置が閉状態で組み合わせるべき地震動は弾

性設計用地震動Ｓｄであるが，長期の閉止機能維持を考慮して基準地震動Ｓsとする。 

 

5. オペフロ BOP 強制開放装置（自主対策設備）への要求事項 

オペフロ BOP 強制開放装置は，仮に，ISLOCA 発生時にオペフロ BOP4 枚のうち複数枚が開放せ

ず，原子炉建屋内の環境改善を目的にブローアウトパネルを強制的に開放する必要が発生した場

合に用いる自主対策設備であるため，強制開放装置の損傷が安全上重要な他設備に波及的影響を

及ぼさないように構造強度を確保する必要がある。 

 

6. ブローアウトパネル関連設備の要求機能 

表 6にブローアウトパネル関連設備に要求される機能の整理を示す。 

  



4-1-5 

 

表 6 ブローアウトパネル関連設備に要求される機能の整理 

ブローアウト
パネル関連設

備 
要求機能 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 
5 条 
地震 

7 条 
竜巻 

（差圧） 

7 条 
竜巻 

（飛来物） 

50 条 
地震 

54 条 
竜巻 

（差圧） 

54 条 
竜巻 

（飛来物） 
オペフロ BOP 開放機能 

（MSLBA） 
（12 条） 

○ 
（Ｓｓ） 

○ 
プラント
停止にて
対応 

○ 
プラント
停止にて
対応 

－ － － 

開放機能 
（ISLOCA） 
（61 条） 

－ － － 
○ 

（Ｓｓ） 
－ － 

バウンダリ機能
（建屋気密性） 
（38条，44
条） 

○ 
（Ｓｄ） 

○ 
プラント
停止にて
対応 

○ 
プラント
停止にて
対応 

－ － － 

MS トンネル室
BOP 

開放機能 
（MSLBA） 
（12 条） 

○ 
（Ｓｓ） － － － － － 

バウンダリ機能
（建屋気密性） 
（38条，44
条，74 条） 

○ 
（Ｓｄ） 

－ － 
○＊1 

（Ｓｄ） 
－ － 

オペフロ BOP
閉止装置（Ｓ
Ａ緩和設備） 

閉止機能 
（74条） － － － 

○ 
（Ｓｓ） 

○ 
（影響な

し） 
－＊2 

バウンダリ機能 
(閉止後) 
（74 条） 

－ － － 
○ 

（Ｓｓ） －＊3 －＊3 

バウンダリ機能 
(閉止時) 
（74 条） 

－ － － 
○ 

（Ｓｓ） －＊3 －＊3 

注記 ＊1：Ｓｓでも閉維持が可能な実力を有する 
＊2：オペフロ BOP 閉止装置は，ＳＡ緩和設備であるため共通要因故障としての考慮は不要 
＊3：ＳＡ後の閉止状態での設計竜巻は，事象の重ね合わせの頻度から組み合わせ不要 
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4-5 

原子炉建屋内側ブローアウトパネルの配置と構造について 

 

1. 原子炉建屋内側ブローアウトパネルの配置について 

燃料取替床ブローアウトパネル及び主蒸気系トンネル室ブローアウトパネル（以下「MSトン

ネル室 BOP」という。）以外に，原子炉区域内のブローアウトパネルとして主蒸気系トンネル室

（以下「MS トンネル室」という。）の壁面 2箇所に原子炉建屋内側ブローアウトパネルが設置さ

れている。原子炉建屋内側ブローアウトパネルの配置について表 1-1 と図 1-1 に示す。 

 

表 1-1 原子炉建屋内側ブローアウトパネルの主要仕様 

設置場所 寸法 材質 

2 階 
北 9 

南 9 
780mm×780mm A1050P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 原子炉建屋内側ブローアウトパネル配置図（平面図） 

 

2. 原子炉建屋内側ブローアウトパネルの構造について 

原子炉建屋内側ブローアウトパネルは，MS トンネル室 BOP と同じ構造でラプチャーパネル及

びラプチャーパネルを MSトンネル室壁面内に設置する枠部により構成されており，差圧のみで

自動開放し，MS トンネル室での漏えい蒸気を原子炉区域内に放出するよう設計されている。図

2-1 に原子炉建屋内側ブローアウトパネルの構造を示す。 

  

PN 

￥

MS トンネル室 
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図 2-1 原子炉建屋内側ブローアウトパネルの構造（立面図） 

 

3. 原子炉建屋内側ブローアウトパネルの開放荷重について 

原子炉建屋内側ブローアウトパネルは，MS トンネル室 BOP と同じ内外差圧（設計差圧 9.81kPa

以下）で開放する構造である。 

a) 正面図 b) 側面図 
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4-8 

ブローアウトパネル開放時の他設備への影響について 

 

1. 燃料取替床ブローアウトパネルのチェーンが，燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置に干渉

しない設計 

燃料取替床ブローアウトパネル（以下「オペフロBOP」という。）上部及び下部に設置する飛散

防止チェーンは，上部は燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置（以下「オペフロBOP閉止装置」

という。）の外側へ架台を設置，下部は干渉防止ガイドを設置することで，オペフロBOP閉止装置

のレールに接触しない配置とする。 

 

2. オペフロBOPのチェーンが落下の衝撃荷重に十分耐える設計 

十分な強度を有する落下防止チェーンを設置する。使用するチェーンはオペフロBOP開放時の

運動エネルギーに対して十分な裕度を持った設計とする。 

また，モックアップ試験でオペフロBOPを開放した際，落下荷重に対してチェーンは健全な状態

を維持していることを確認した。 

 

以上の対策案を図2-1にまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オペフロBOP付近 概略断面図 

図2-1 オペフロBOP開放時の干渉対策について 

オペフロ BOP 強制開放装置（2台） 

内側 外側 

オペフロ BOP 

D/G サイレンサ 

下部飛散防止チェーン 

（2ヵ所） 

下部飛散防止チェーン（2 ヵ所） 

オペフロ BOP 閉止装置 

オペフロ BOP 閉止装置 

上部飛散防止チェーン 

（2ヵ所） 

上部吊り点（2ヵ所） 

下部飛散防止チェーンガイド 

ワイヤーロープ（2ヵ所） 

:通常状態 

:オペフロ BOP が開放し脱落した状態 

:ＭＳＬＢＡ等により最大限オペフロ BOP が開放した状態 
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4-9 

燃料取替床ブローアウトパネル及び主蒸気系トンネル室ブローアウトパネル 

の保全管理について 

 

1. 燃料取替床ブローアウトパネルの保全管理について 

燃料取替床ブローアウトパネル（以下「オペフロ BOP」という。）は，要求される機能（設計

差圧 3.43 kPa 以下での開放機能及び弾性設計用地震動Ｓｄで開放しない機能を含む原子炉建屋

原子炉区域（2次格納施設）の壁の一部としてのバウンダリ機能）を担保するため，適切に保全

管理することが必要である。 

計画中の保全管理（案）は，表 1－1のとおりである。なお，点検周期については，今後，要

素試験や産業界実績を踏まえ決定し，保全計画に反映していく。 

 

表 1－1 オペフロ BOP の保全管理（案） 

区分 必要な機能 目的 管理項目 実施内容 

保守管理 

開放機能 
開放機能

確保 

パネル本体部・

枠部の劣化状況 

・変形，損傷の有無，発錆状況の確認，

塗装劣化状態の確認 

クリップの劣化

状況 

・変形,損傷の有無,クリップ取付状態

の確認,発錆状況の確認  

シールの劣化状

況 
・変形，損傷の有無の確認 

気密性能 
気密性能

確保 

気密性能 

（建屋） 

・原子炉建屋気密性能検査にて，原子

炉建屋としての気密性能が確保され

ることを確認 

構造健全性 
構造健全

性確認 
外観目視点検 

・構造・機能に影響を及ぼすような損

傷，異常のないことを目視にて確認 
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2. 主蒸気系トンネル室ブローアウトパネルの保全管理について 

主蒸気系トンネル室ブローアウトパネル（以下「MS トンネル室 BOP」という。）は，要求され

る機能（設計差圧 9.81 kPa 以下での開放機能及び弾性設計用地震動Ｓｄで開放しない機能を含

む原子炉建屋原子炉区域（2 次格納施設）の壁の一部としてのバウンダリ機能）を担保するた

め，適切に保全管理することが必要である。 

計画中の保全管理（案）は，表 2－1のとおりである。なお，点検周期については，今後，要

素試験や産業界実績を踏まえ決定し，保全計画に反映していく。 

 

表 2－1  MS トンネル室 BOP の保全管理（案） 

区分 必要な機能 目的 管理項目 実施内容 

保守管理 

開放機能 
開放機能

確保 

ラプチャーパネ

ル・枠部の劣化

状況 

・変形，損傷の有無，発錆状況の確

認，塗装劣化状態の確認 

気密性能 
気密性能

確保 

気密性能 

（建屋） 

・原子炉建屋気密性能検査にて，原子

炉建屋としての気密性能が確保され

ることを確認 

構造健全性 
構造健全

性確認 
外観目視点検 

・構造・機能に影響を及ぼすような損

傷，異常のないことを目視にて確認 
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4-12 

 

燃料取替床ブローアウトパネル開放時の設計基準事故時被ばく評価への影響について 

 

1. 概要 

燃料取替床ブローアウトパネル（以下「オペフロ BOP」という。）は，二次格納施設のバウンダ

リとしての機能を有しているため，弾性設計用地震動Ｓｄで開放しない設計としている。ここで

は，設計基準事故事象のうち，二次格納施設バウンダリ機能の健全性を前提としている事故事象

に対して，当該事象と地震との組合せ時期を考慮し，弾性設計用地震動Ｓｄを超える地震にてパ

ネルが開放した場合の公衆への被ばく影響を確認する。 

設計基準事故のうち「燃料集合体の落下」及び「原子炉冷却材喪失」では，放射性物質は非常

用ガス処理系で処理された後，主排気筒から放出される想定としているが，オペフロ BOP が開放

した場合は，二次格納施設の負圧維持ができなくなり，オペフロ BOP 開放部から直接大気中に放

射性物質が放出される可能性がある。 

本評価では，事故発生から 30日後＊以降に地震によりオペフロ BOP が開放されると想定したと

きの設計基準事故時の被ばく評価への影響について以下のとおり確認した。 

 

注記＊： 設計基準事故の発生確率を 10
-3
／年，弾性設計用地震動Ｓｄの発生確率を 10

-3
／年，重

畳を考慮すべき基準を 10
-7
／年（航空機落下，JEAG4601）とし，重畳を考慮すべき時

期として，10-7/（10-3×10-3）＝0.1 年（約 36.5 日）から 30日を仮定 

 

2. 放出量評価 

評価対象プラントを柏崎刈羽原子力発電所第 7 号機に設定し，事故発生から 30 日後までは設

置許可申請書添付書類十に記載される評価に基づき放出量評価を行い，事故発生 30 日後からは

非常用ガス処理系を経由せずに原子炉建屋から直接大気中に放射性物質が放出されると仮定し，

非常用ガス処理系によるよう素除去効果及び換気率を見込まずに，放射性物質が地上放出される

ものとして放出量を評価する。 

評価対象事故は，非常用ガス処理系に期待しており，オペフロ BOP の開放によって影響が生じ

る事象である「原子炉冷却材喪失」を選定する。具体的な放出量評価方法については別紙 1に示

す。 

なお，燃料集合体の落下の放出率は，別紙 1 の別図 1 に示すように事故発生から約 20 日でほ

ぼゼロであり，事故発生から 30 日後以降のオペフロ BOP 開放の影響はない。 

放出量の評価結果を第 1表に示す。 
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第 1 表 原子炉冷却材喪失時の放出量の評価結果 

項目 評価期間 

原子炉冷却材喪失 

希ガス 

（0.5MeV 相当値） 

(Bq) 

よう素 

（I-131 換算値） 

(Bq) 

設置許可申請書 

における放出量 
無限期間 約 3.5×1011 約 6.4×106 

オペフロ BOP 開放を 

想定した放出量 

事故発生から 

30 日後まで 
約 3.3×1011 約 5.9×106 

事故発生から 

30 日後以降 
約 1.7×1010 約 6.0×109 

合計 約 3.5×1011 約 6.0×109 

 

3. 大気拡散条件 

大気拡散評価は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づき行う。 

なお，オペフロ BOP の開放を想定した評価において，オペフロ BOP の開放状態に係らず，保守

的に実効放出継続時間 1時間及び地上放出を仮定して評価する。 

大気拡散評価の結果を第 2表に示す。 

 

第 2 表 原子炉冷却材喪失時の相対濃度及び相対線量の評価結果 

項目 
放出 

位置 

放出 

高さ 

(m) 

実効放出 

継続時間 

(h) 

相対濃度及び相対線量 
評価 

方位 

設置許可申請書 

における拡散条件 

非常用ガ

ス処理系

排気口 

45＊1 110 
D/Q 

(Gy/Bq) 
4.2×10-20 ENE 

50＊1 360 
χ/Q 

(s/m3) 
6.3×10-7 ESE 

オペフロ

BOP 開放

を想定し

た拡散条

件 

事故発生か

ら 30日後

まで 

地上放出 0＊2 

1 
D/Q 

(Gy/Bq) 
2.5×10-19 

ESE 
1 

χ/Q 

(s/m3) 
2.5×10-5 

事故発生か

ら 30日後

以降 

1 
D/Q 

(Gy/Bq) 
2.5×10-19 

1 
χ/Q 

(s/m3) 
2.5×10-5 

 

注記＊1： 吹上げ高さを考慮しない高さにおける風洞実験結果より求めた地上からの有効高さ。 

  ＊2： オペフロ BOP 開放前（事故発生から 30日後まで）においても，保守的に地上放出（地

上 0m）を仮定して評価する。地上放出は，放出源の高さが地上から離れている場合に

比べて地面の反射効果によって濃度が高くなり保守的となる。 
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4. 被ばく評価結果 

オペフロ BOP が開放した場合の設計基準事故時の被ばく評価結果を第 3 表に示す。オペフロ

BOP 開放を考慮した評価結果は，設計基準事故の基準である 5mSv を十分に下回る結果となってお

り，設計基準事故に係る被ばく評価の結論に影響はない。 

なお，設置許可申請書の本文十号に記載されている設計基準事故で最も線量が高くなる主蒸気

管破断の線量（約 5.0×10-2mSv）と比べても低い値となっていることを確認している。 

 

第 3 表 原子炉冷却材喪失時の被ばく評価結果 

項目 実効線量(mSv) 

設置許可申請書 

添付書類十記載値 
実効線量合計＊1 約 1.5×10-5 

オペフロ BOP 開放を 

想定した場合 

事故発生から 

30 日後まで 

希ガス 約 8.4×10-5 

よう素 約 1.4×10-6 

事故発生から 

30 日後以降 

希ガス 約 4.2×10-6 

よう素 約 1.4×10-3 

直接・スカイシャイン線＊2 約 4.0×10-7 

合 計 約 1.5×10-3 

注記＊1： 希ガスによる外部被ばく，よう素による内部被ばく及び直接ガンマ線及びスカイシャイ

ンガンマ線による外部被ばくの合計。 

  ＊2： 評価上，オペフロ BOP 開放後は原子炉建屋内の放射性物質は大気中へ放出されるため，

原子炉建屋からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の影響は無くなるが本評価

においては考慮しない。 
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別紙 1 

オペフロ BOP の開放を考慮した放出量評価について 

 

「燃料集合体の落下」及び「原子炉冷却材喪失」の放出量評価においては非常用ガス処理系によ

るよう素除去効果及び換気率を考慮して式①及び式②により放出量評価を行っている。 

オペフロ BOP が開放した場合には，非常用ガス処理系によるよう素除去効果及び換気率が期待で

きなくなる。このため，別表 1及び別表 2に示す条件の違いを考慮して，オペフロ BOP 開放以降の

放出量を評価した。 

 

1. 燃料集合体の落下 

燃料集合体の落下におけるオペフロ BOP 開放時の放出量のうち，オペフロ BOP 開放前の放出量

は，次式により求める。 

ただし，燃料集合体の落下の放出率は別図 1に示すように約 20日で≒0であり，事故発生から

30 日後以降のオペフロ BOP 開放の影響はない。 

 

        Q = ∙ (1 − ) ∙ ⁄ (t)dt 

            = ∙ (1 − ) ∙ ∙
+ ∙ 1 − ∙ ・・・・・・(a) 

      / ( ) = ∙ ∙ ( )∙  

 

ここで， 

 ：オペフロ BOP 開放前に大気中に放出される核分裂生成物の放出量(Bq) 

 ：非常用ガス処理系による原子炉建屋内空気の換気率(0.5/d) 

 ：非常用ガス処理系フィルタのよう素除去効率(－) 

/ ( ) ：オペフロ BOP 開放前の原子炉建屋内の核分裂生成物の存在量(Bq) 

 ：核分裂生成物の存在割合(－) 

  希ガス   Ｆ＝1 

  有機よう素 Ｆ＝全よう素中の有機よう素の割合 

  無機よう素 Ｆ＝全よう素中の無機よう素の割合 

DF ：無機よう素のプール水による除去係数（DF＝500） 

 （希ガス及び有機よう素の場合は DF＝1） 

 ：事故直前に燃料ギャップ部に存在する核分裂生成物の量(Bq) 

 ：核種ｉの崩壊定数(s-1) 
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オペフロ BOP 開放前の原子炉建屋内の核分裂生成物の存在量は，次式により求める。 

 

                               = ∙ / (t)dt 

                                     = ∙ ∙
+ ∙ ( )∙ ∙ ∙ ・・・・・・・(b) 

                  / ( ) = ∙ ∙ ( )∙ ∙ ∙  

 

ここで， 

 ：オペフロ BOP 開放後に大気中に放出される核分裂生成物の放出量(Bq) 

 ：オペフロ BOP 開放後の原子炉建屋内空気の換気率（無限大） 

/ ( ) ：オペフロ BOP 開放後の原子炉建屋内の核分裂生成物の存在量(Bq) 

 

上記より，燃料集合体の落下におけるオペフロ BOP 開放時の放出量は，式(a)及び式(b)により

次式にて求める。 

 

                                     = + ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 
 

別表 1 燃料集合体の落下時の非常用ガス処理系等の評価条件 

 設置申請書添付書類十 

における評価条件 

オペフロ BOP の開放を 

考慮した場合の評価条件 

 希ガス   Ｆ＝100% 

有機よう素 Ｆ＝1% 

無機よう素 Ｆ＝99% 

同左 

DF 希ガス   DF＝1 

有機よう素 DF＝1 

無機よう素 DF＝500 

同左 

 0.5 回/d 無限大 

 99.99% 0% 

 （例） 

希ガス（Xe-133） ：0.131(d-1) 

よう素（I-131） ：0.086(d-1) 

同左 
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別図 1 燃料集合体の落下におけるよう素及び希ガスの大気放出率の時間推移 
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2. 原子炉冷却材喪失 

原子炉冷却材喪失におけるオペフロ BOP 開放時の放出量は次式により求める。 

     

   = ∙ (1 − ) ∙ / ( ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② 

/ ( ) = ∙ ( ) − ( + ) ∙ / ( ) 
  (0) = ( + + ) ∙  

( ) = −( + ∙ ) ∙ ( ) 
 

ここで， Q  ：大気中に放出される核分裂生成物の放出量(Bq) 

/ ( ) ：原子炉建屋内の核分裂生成物の存在量(Bq) ( ) ：原子炉格納容器内の核分裂生成物の存在量(Bq) 

 ：核種 iの冷却材中存在量(Bq) 

 = ∙  

 ：核種 iの冷却材中濃度(Bq/g) 

M ：冷却材保有量(g) 

 ：核種 iの追加放出量(Bq) 

g ：組成構成比(－) 
 
  希ガス  ：g＝1 

  有機よう素：g＝全よう素中の有機よう素の割合 

  無機よう素：g＝全よう素中の無機よう素の割合 
 

 ：格納容器気相部に存在する核分裂生成物の格納容器全存在量に対する割合(－) 
 = (1 − ) ∙  

 ：無機よう素の格納容器内の壁面等に付着する割合(－) 

 （希ガス及び有機よう素についてはこの効果を無視する） 
 ：格納容器内の気相部に浮遊する割合(－) 

   = + ∙  

 ：格納容器内気相容積(m3) 

 ：格納容器内液相容積(m3) 

 ：気液分配係数(－) 

 ：原子炉格納容器から原子炉建屋への漏えい率(s-1) 

 ：非常用ガス処理系による原子炉建屋内空気の換気率(s-1) 

 ：非常用ガス処理系フィルタのよう素除去効率(－) 

 ：核種 iの崩壊定数(s-1) 
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別表 2 原子炉冷却材喪失時の非常用ガス処理系等の評価条件 

 設置申請書添付書類十 

における評価条件 

オペフロ BOP の開放を 

考慮した場合の評価条件 

 1.3×103Bq/g（I-131） 同左 

 296ton 同左 

 3.7×1013Bq（I-131） 同左 

 希ガス   ｇ＝100% 

有機よう素 ｇ＝4% 

無機よう素 ｇ＝96% 

同左 

 50% 同左 

 13310m3 同左 

 3580m3 同左 

 希ガス   Ｐ＝1 

有機よう素 Ｐ＝1 

無機よう素 Ｐ＝100 

同左 

 0～1時間 ：0.6%/d 

1 時間以降 ：0.3%/d 
同左 

 0.5 回/d 無限大 

 99.99% 0% 

 （例） 

希ガス（Xe-133） ：0.131(d-1) 

よう素（I-131） ：0.086(d-1) 

同左 
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燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置の技術基準規則第五十四条への適合性について 

 

1. 燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置の技術基準規則第五十四条への適合性について 

(1) 環境条件（技術基準規則第五十四条第一項第一号） 

a. 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件にお

いて，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮すること。 

b. 適合性 

燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置（以下「オペフロ BOP 閉止装置」という。）は，屋

外に設置するが，重大事故等時に原子炉建屋原子炉区域内の気密性を確保するために閉止す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等時における屋外又は原子炉建屋原

子炉区域内の環境条件を考慮している。 

(2) 操作性（技術基準規則第五十四条第一項第二号） 

a. 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できること。 

b. 適合性 

オペフロ BOP 閉止装置は，中央制御室の操作盤のスイッチで遠隔による開閉が可能な設計

とするとともに，現場においても人力により開閉操作が可能な設計としている。 

(3) 試験検査（技術基準規則第五十四条第一項第三号） 

a. 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点

検（試験及び検査を含む。）ができること。 

b. 適合性 

オペフロ BOP 閉止装置は，原子炉の運転中又は停止中に構造健全性のため外観目視検査が

可能な設計としている。また，オペフロ BOP 閉止装置は，原子炉の停止中に機能・性能検査と

して動作状態の確認が可能な設計としている。 

試験検査内容を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 オペフロ BOP 閉止装置の試験検査内容 

必要な機能 検査内容 

気密性能 
パッキンの外観点検によりシール性能に影響を及ぼす劣化

がないことを確認する。 

作動性能 
閉止装置を電動による遠隔操作及び現場での手動操作によ

り開閉が可能なことを確認する。 

構造健全性 
外観目視検査による閉止装置構成部品の健全性を確認す

る。 
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(4) 切替えの容易性（技術基準規則第五十四条第一項第四号） 

a. 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては，通常

時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えること。 

b. 適合性 

オペフロ BOP 閉止装置は，本来の用途以外の用途として使用しない設計としている。 

(5) 悪影響の防止（技術基準規則第五十四条第一項第五号） 

a. 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないこと。 

b. 適合性 

オペフロBOP閉止装置は，他の設備から独立して使用が可能であり，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計としている。また，オペフロBOP閉止装置の開閉動作が他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計としている。 

(6) 設置場所（技術基準規則第五十四条第一項第六号） 

a. 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を

行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への

遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。 

b. 適合性 

オペフロ BOP 閉止装置は，原子炉建屋原子炉区域の壁面（屋外）に設置し，重大事故等時に

おいて放射線量が高くなるおそれの少ない中央制御室から操作が可能な設計としている。ま

た，現場操作においては，遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずる設計としている。 

(7) 容量（技術基準規則第五十四条第二項第一号） 

a. 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有すること。 

b. 適合性 

オペフロ BOP 閉止装置は，燃料取替床ブローアウトパネルと同数の 4台設置する。なお，オ

ペフロ BOP 閉止装置は，重大事故等時において中央制御室の運転員の居住性を確保するため

に必要な気密性能を有している。 

(8) 共用の禁止（技術基準規則第五十四条第二項第二号） 

a. 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用しないこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設

と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，

同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 
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b. 適合性 

施設内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，オペフロ BOP 閉止装置は，共用しな

い。 

(9) 設計基準事故対処設備との多様性（技術基準規則第五十四条第二項第三号） 

a. 要求事項 

常設重大事故防止設備には，共通要因（設置許可基準規則第二条第二項第十八号に規定す

る共通要因をいう。以下同じ。）によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講ずること。 

b. 適合性 

オペフロ BOP 閉止装置は，常設重大事故緩和設備であるため，多様性を考慮する必要はな

い。 

 


